
平成27年６月

◇ あて名のご本人ご本人ご本人ご本人がお答えください。（代筆は差し支えありません）

◇ 回答は、あてはまる番号を○で囲んでください。あてはまる番号を○で囲んでください。あてはまる番号を○で囲んでください。あてはまる番号を○で囲んでください。

◇ 回答に必要な時間は５分程度分程度分程度分程度です。

◇ 質問によっては、補足質問がありますので、順に回答してください。

調査ご協力のお願い

　日頃から、袋井市のまちづくりにご理解とご協力をいただき、誠にありがとう
ございます。
　本調査は、市民の皆さまの生活における意識や暮らしの状況などをお伺いし、
袋井市の総合計画(まちづくり)の進み具合を測る指標とするとともに、今後の取
り組みについて検討する基礎資料とさせていただくために実施しているものです｡
　お忙しいところ、大変恐縮ではございますが、調査の趣旨をご理解いただき、
ご協力くださいますようお願いいたします。

◇ この調査は、市内にお住まいの20歳以上の方、約3,000人を無作為に抽出して
実施しています。（５月31日現在の住民基本によります）

◇ ご記入いただいた内容は、すべて統計的に処理を行い、個々の調査票を公表し
たり、調査の目的以外に使用したりすることは一切ありません。

袋井市長　原 田 英 之

 ご記入にあたってのお願い

ご記入が終わりましたら･･･

　ご記入いただいた調査票は、同封いたしました返信用封筒に入れて、
６６６６月26日(金)までにポストへ投函してください｡（切手は不要です）

この調査に関するご質問は、下記へお問い合わせください｡
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● あなたご自身のことについてお聞きします。

問１ あなたの性別、年齢などを教えてください。（それぞれ１つ選択）

１．性別 男性 女性

２．年齢 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上

３．居住地区 三川 山名 今井 袋井北 袋井西 袋井東 袋井南

高南 笠原 浅羽北 浅羽東 浅羽西 浅羽南

４．家族構成 単身 夫婦だけ ２世帯（親と子） ３世帯（祖父母と親と子） その他

● あなたの運動習慣、食習慣、健康習慣などについてお聞きします。

問２ あなたは、日常的な運動習慣
※
がありますか。

※日常的な運動習慣とは、1回30分以上の運動を、週２回以上実施し、1年間以上継続していることです。

１１１１ ある ２２２２ ない

問３ あなたは、この１年間でスポーツ
※
をどのくらい行いましたか。（１つ選択）

ほぼ毎日 週３回くらい 週１回くらい 月に数回

３ヶ月に数回 １年間に数回 まったく行っていない

問４ ある ない

問５

食事のバランス 腹八分目にする 夜、遅くに食べない よく噛んでで食べる

間食を控える 甘いものを控えめにする 塩分を控えめにする

なるべく食品添加物が少ないものを食べる なるべく地場の食品を食べる（地産地消）

アルコールを控えめにする（お酒・ビールなど） その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問６ あなたは、今日朝食で、主食・主菜・副菜の３種類を食べましたか。

（主食：ごはん・パンなど、主菜：肉・魚･大豆製品・卵など、副菜：野菜など）

３種類すべて食べた １～２種類食べた まったく食べていない

問７ あなたは、袋井市内の飲食店や学校の献立表に表示されている「野菜いっぱいマーク」

を知っていますか。

マークの意味を知っている 名前だけ知っている 知らない

問８

年７回以上 年５～６回 年３～４回 年１～２回

まったく行わない

正月：おせち、お雑煮、七草がゆ　　節分：福豆、恵方巻き　　桃の節句：ひな菓子、五目寿司

春分の日：ぼた餅　　端午の節句：ちまき、かしわ餅　　七夕：そうめん　　土用：うなぎ

十五夜：月見団子　　秋分の日：おはぎ　　冬至：かぼちゃ料理　　大みそか：年越しそば　など

10101010

５５５５ ６６６６ ７７７７

8888 ９９９９

１１１１ ２２２２

３３３３ ４４４４ ５５５５ ６６６６

１１１１ ２２２２ ３３３３ ４４４４ ５５５５ ６６６６

７７７７

（公民館地区） ８８８８ ９９９９ 10101010 11111111 12121212 13131313

１１１１ ２２２２

１１１１ ２２２２ ３３３３ ４４４４ ５５５５

１１１１ ２２２２ ３３３３ ４４４４ ※ ウオーキングやラジオ体操、
筋肉トレーニング等も含めて
いただいて構いません。５５５５ ６６６６ ７７７７

３３３３ ４４４４

１１１１ ２２２２ ３３３３

あなたは、食生活で何か心掛けていることがありますか。 １１１１

問４で「ある」と回答した方にお聞きします。どんなことを心掛けていますか。
１１１１ ２２２２

２２２２

11111111

あなたは、行事食を伴う伝統的な行事を、年間どのくらい行っていますか。※外食も含む
１１１１

※行事食の例

２２２２ ３３３３

１１１１ ２２２２ ３３３３

４４４４

５５５５
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● 男女共同参画社会についてお聞きします。

問９ あなたは、市政に女性の意見が反映されていると思いますか。（１つ選択）

十分反映されている まあまあ反映されている あまり反映されていない

まったく反映されていない わからない

● 買い物についてお聞きします。

問10-1

自宅近く 袋井市内 磐田市 掛川市 浜松市 森町

その他の市外 お店以外（宅配等）

問10-2

個人商店・商店街 スーパー・ショッピングセンター コンビニエンスストア

ホームセンター・ドラッグストア 宅配サービス（生協など）・通信販売 その他

問11 あなたが食料品や日用品の買い物において、不便や不安を感じていることはありますか。

（あてはまるものすべて選択）

近くにお店がない（なくなった） 自分で車の運転ができない

歩いて買い物に行くのが大変（または不安） バスなどの交通の便が悪い（または交通手段がない）

買い物を手伝ってくれる人がいない 介護や育児によって買い物に出かけにくくなった

特に不便や不安はない

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

● 防災意識・防災対策等についてお聞きします。

問12 地震などの災害に備えて、家庭で「非常持ち出し品
※
」を用意していますか。（１つ選択）

※非常食、飲料水、懐中電灯、毛布、携帯ラジオ、衣類、靴、医薬品、貴重品、筆記用具、ライター、タオル、ロープ、生活用品など

十分用意している ある程度用意している 今後、用意するつもり 用意する気はない

問13 あなたの家庭では、地震に備えて家具を固定していますか。（１つ選択）

全て固定済み 一部は固定済み 今後、固定する予定 固定する気はない

家具が作り付けなどで、固定する必要がない

問14 あなたの家庭では、住宅用火災警報器を取り付けてありますか。（１つ選択）

また、取り付けていない場合、その理由は何ですか。

取り付けが面倒だから ２２２２ 設置の義務化を知らなかったから

価格が高いから その他（ ）

● 地域活動についてお聞きします。

問15 あなたは過去１年間に、どのような地域活動に参加しましたか。（当てはまるもの全て選択）

自治会活動 公民館の行事（講座も含む） スポーツ協会の行事 地区の祭典

消防団・青年団 子ども会、PTA 地域でのサークル活動（スポーツや趣味など）

参加していない その他（ ）

３３３３ ４４４４

６６６６

２２２２

１１１１ ２２２２

４４４４

２２２２ ３３３３

６６６６ ７７７７

８８８８

２２２２

その理由（１つ選択）その理由（１つ選択）その理由（１つ選択）その理由（１つ選択）

１１１１

７７７７

１１１１ ２２２２ ３３３３

５５５５

４４４４

１１１１ ２２２２ ３３３３

４４４４ ５５５５

６６６６

７７７７

あなたは普段、生鮮食料品（野菜、果物、肉、魚）を購入するとき、どこで、どのような

よく利用するお店の場所はどこですか。（よく利用する場所を１つ選択）

５５５５４４４４

８８８８

６６６６５５５５

３３３３ ４４４４

よく利用するお店はどのような形態ですか。（よく利用するものを１つ選択）

5555

８８８８

１１１１

１１１１ ２２２２ ３３３３ ４４４４

１１１１ ３３３３

３３３３

９９９９

４４４４

１１１１ 取り付けてある ２２２２ 取り付けていない

お店を利用しますか。

５５５５

１１１１
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●　身近にある空き家についてお聞きします。

問16 あなたのお住まいの近隣に、危険な空き家（管理の行き届いていないもの、傷んでいて倒

壊しそうなものなど）はありますか。

１１１１ ある ２２２２ ない

問17 危険な空き家の所有者に対し、市が是正等の指導をしても対応がなされない場合に、市が

撤去等の費用を負担することについてどう思いますか。（１つ選択）

危険を解消するためならば、市が費用を負担して撤去等を行っても差し支えない。

やむを得ない理由があって所有者が対応できない場合に限り、市がある程度の費用を負担してもよい。

あくまで所有者が対応するべきであり、市は費用負担するべきでない（所有者が応じない場合には、空き

家がそのままの状態でも仕方がない）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

●　徳育についてお聞きします。

問18 あなたは、袋井市教育委員会が推進している「徳育」について、一徳運動（相手のことを

思いやる行動、感謝の心を伝えること等）を実行していますか。

実行している（徳育を意識しないで実行している場合も含む）

●　その他、市政全般

問19 その他、市政全般や地域での生活などについて、ご意見がありましたら、自由にご記入ください。

◇◇◇◇ 調査にご協力いただき、ありがとうございました。

◇◇◇◇

２２２２

２２２２ 実行していない

記入が終わりましたら、本調査票を同封の返信用封筒に入れ、
６月26日(金)までに、ポストにご投函ください。
(切手の貼付、住所・氏名の記入は不要です)

３３３３

４４４４

１１１１

１１１１
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